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審査請求人
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、審査請求人が平成２４年４月４日に提起した保護申請却下決定に
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主 文）

処分庁が審査請求人に対し平成２４年２月２９日付けでした保護
申請却下決定処分を取り消す。

Ｉ
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理 由

第 １ 審 査 請 求 の 趣 旨
本件審査請求の趣旨は、処分庁が審査請求人（以下「請求人」

という。）に対し、平成２４年２月２９日付けでした生活保護
法（以下「法」という。）に基づく保護申請却下決定処分（・以 ０
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融通唖ｆと，

下「本件処分」という。）について、その取消しを求めるとい . ：：．
うものである。

第２経緯（保護申請書、保護申請却下決定通知書、ケース記録黙‘

▲
旬
０
の

等による。）
１処分庁は、平成２１年２月２５日、請求人に対し、法による
保護を開始した。
２処分庁は、平成２１年６月１０日付けで、稼動収入増加を理
由に、廃止時期を平成２１年５月１日として、請求人について
保護の廃止を決定し、併せて請求人に対して過払い分の保護費
（以下「返還金」という。 )の返還を求めた（保護廃止決定通
知書。八事生第７-２６号)。
３平成２３年４月１９日、請求人から処分庁に対して生活保護
申請書が提出され、請求人は簡易宿泊所である
に緊急入所となった。
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●４処分庁は、上記３の申請を受けて、請求人に対し、平成２３
年４月 2 0 日 付 けで、保護の開始日を平成 2 3 年 ４ 月 1 9 日 と
して、法による保護を開始した。

５請求人は、平成２４年２月６日、アパート転宅を希望して八
王子市福祉事務所に来所し、同日付けで、処分庁に対し、敷金
．等の支給を求める保護申請（アパート転宅費用）を行った（以
下「本件申請」という。）｡
処 分 庁 は 、 同 日 、 請 求 人 か ら 、 ． ． - で の 生 活 状 況 、

． ，

病状、金銭管理状況、返還金の経過、今後の希望等について聞
き取りを行った。

６処分庁は、平成２４年２月２７日、所内の診断会議で本件申
請についての検討を行い ､ 同月２９日付けで本件申請を却下す
ることを決定し、「所内で診断会議を実施した結果、現状では、
居宅生活ができるとは認められないため」との理由を付した通
知書を請求人に交付した（保護申請却下決定通知書。２３八事

●● ◆●

２
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生収第３３１５-６号。以下「本件処分通知書」という。）。

｜”．≦庁の判”１本件処分は、請求人が、簡易宿泊所からアパートへの転宅を
希望し、敷金等の支給を求める本件申請を行ったのに対し、請
求人について、「居宅生活ができるとは認められない」ことを
理由に行われている。
そこで、処分庁が、請求人について、「居宅生活ができると

は認められない」と判断したことに、違法又は不当な点がない
か、以下検討する。
２ 法 令 等 の 定 め
（１）法１条は、法の目的として、「日本国憲法第２５条に規定す
る理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その
困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を
保障するとともに、その自立を助長すること」を掲げている。D . 0 0

そして、住宅扶助について、法１４条柱書は、「住宅扶助は、０ ●

困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対
して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」と規定し、
その一つとして同条１号は「住居」を挙げている。

（２）法の解釈運用指針である『生活保護法の保護の実施要領につ
いて」（昭和３８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長
通知。以下「本件局長通知」という。）では、「保護開始時に
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おいて、安定.した住居のない要保護者（保護の実施機関におい
て居宅生活ができると認められる者に限る。）が住宅の確保に
際し、敷金等を必要とする場合で、…（中略）…家賃、間代、
地代等を必要とする住居を確保するときは、…（中略）…必要
な額を認めて差し支えないこと」（第７．４．(1 )キ）としてい

’

る。
●＆

３
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そして、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについ
て」（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課

長通知。以下「本件課長通知」という。）第７の問７８は、「居
宅生活ができるか否かの判断は、居宅生活を営むうえで必要と
なる基本的な項目（生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊

事・洗濯、人とのコミュニケーション等）を自己の能力ででき
るか否か、自己の能力のみではできない場合にあっては、利用
しうる社会資源の活用を含めできるか否かについて十分な検

討を行い、必要に応じて関係部局及び保健所等関係機関から意
見を聴取した上で、ケース診断会議等において総合的に判断･す
ること。なお、当該判断に当たっては、要保護者、その扶養義
務者等から要保護者の生活歴、過去の居住歴、現在の生活状況
を聴取する等の方法により、極力判断材料の情報収集に努め、

慎重に判断すること。」としている。
なお、本件局長通知及び本件課長通知は、いずれも地方自治

法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づく法の処理基準
である。

また、「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日
付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「本件問答

集」といい、本件局長通知、本件課長通知と併せて「本件関係
通知等」という。）問７-１０７は、本件局長通知のいう「居
宅生活ができると認められる者」の判断の視点を具体的に示し
ている（別紙参照）。

本件処分について
これを本件についてみると、本件処分通知書によれば、処分

庁が、請求人について、「現状では、居宅生活ができるとは認
められない」と判断した具体的な判断事項として、以下のとお
り記載されている。
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（具体的な判断事項）
・計画的な金銭管理ができていない。
・対人関係において、約束事項を遵守する能力に疑問がある。
・家事、家庭管理における能力に疑問があるｄ

上記の記載からすれば、処分庁は、本件問答集の判断の視点
おける「基本的項目」のうち、「金銭管理」（本件問答集２．
）、「対人関係」（同２・(6)）、「家事、家庭管理」（同２．
）を本件処分通知書に記載したものと解される。
金銭管理について
処分庁の弁明書によると、「請求人に、生活状況、生活保

護費の支出状況を尋ねたところ、…（中略）…保護費は全て
消費してしまい、貯金はできていない…（中略）…請求人は
保護費を携帯電話代や交通費など無駄に浪費してしまい、計
画的な金銭の消費ができておらずＪとあることから、処分庁
は、請求人の携帯電話代や交通費の支出状況等をもって、請
求人について、計画的な金銭の消費ができない（本件問答集
２・(1)ア）と判断しているものと解される。
しかし、請求人の支出した携帯電話代や交通費の適否につ

いては、請求人が反論書で主張する、電話代はプリペイド携

帯電話のリチヤージ費用として 8 0 0 0 円を要したもので
あり、その全額を月間の通話料として支出したものではない
こと、就職活動でハローワークに行くために交通費を支出し
たことといった、携帯電話の通話状況や、交通費の用途等を
具体的に検討し、その支出が請求人にとって必要やむを得な
いものであったかどうかにより判断するのが相当であると

解されるところ、処分庁がそのような詳細な検討を行ったと
認めるに足りる証拠はない。
そうすると、請求人の「金銭管理」（本件問答集』２．(1)）
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の状況について、本件課長通知に沿って、「極力判断材料の

情報収集に努め、慎重に判断」がなされたと認めることは困
難であるといわざるを得ない。
対人関係について
処分庁の弁明書によると、請求人が返還金の返還に応じな

いことは考慮せずに本件処分に至ったとの記載はあるもの
の、返還金に関連する事項のほかに、請求人の対人関係に関
する具体的な記載がないことから、処分庁が、如何なる事実
をもって請求人について「約束事項を遵守する能力に疑問が
ある」と判断したか明らかでない。
また、本件問答集では、「対人関係」（本件問答集２．(6)）

として、「人とのコミュニケーションを図れるか」（同２．
(6 )ア）、「人に迷惑をかける行為をすることがないか」（同
２．(6 )イ）が挙げられているところ、本件処分通知書に記載
されている「約束事項を遵守する能力に疑問がある」ことと、
これらの項目との関連性も必ずしも明らかではない。
これらのことからすると、「対人関係」（本件問答集２．

(6 )）の項目において、本件処分通知書に記載されている理由
をもって、請求人について、居宅生活ができるとは認められ
ないと判断するに足りる事情があったと認めることは困難
であるといわざるを得ない。
家事、家庭管理について
処分庁の弁明書によると、請求人は「宿泊所内で自炊など
していない」とあることから、処分庁は、「食事の支度がで
きるか」（本件問答集２．(3 )ア）を検討した結果、請求人に
ついて、「家事、家庭管理における能力に疑問がある」との

結論に至ったものと解される。
しかし、処分庁は、簡易宿泊所である : - - - - - で は 、
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請求人が用意する必要があるのは昼食だけであること、宿泊
所内には十分な調理施設がないことを考慮せず、請求人が宿
泊所内で自炊をしていないという事実のみをもって、「食事
の支度ができるか」（本件問答集２．(3)ア）どうかを判断し
ているものと解されるほか、「部屋を掃除、整理整頓できる
か」（同２．(3)イ）、「洗濯ができるか」（同２．(3)ウ）に
ついて検討がなされた証拠はない。
これらのことからすると、「家事、家庭管理」（本件問答

集２・(3 )）の項目について、本件課長通知に沿って、「極力
判断材料の情報収集に努めて、慎重に判断」がなされたとは
認めがたい。
上記ア、イ及びウからすると、処分庁が、請求人について、
「居宅生活を行うことができるか否か」の判断事項としたと認

められる「金銭管理」（本件問答集２．(1 )）、「家事、家庭管
理」（同２．(3)）、「対人関係」（同２．(6)）の３項目につい
て、本件課長通知に沿って、判断がなされたと認めることはで
きない。
以上のことからすると、処分庁が、請求人.について、「居宅

生活ができるか否かの判断」にあたり、本件関係通知等に沿っ
て、判断材料の情報収集に努め、十分な検討を行い、総合的に
判断したとは認められない。
したがって、本件処分は、違法又は不当な処分として取消し

を免れない。

Ｉ

、

● ０
●

●

●

●

●

０

●

０

● ●
●
●
●

●

●

●
● ０● ６

②

２
●
０
１
０
０
７
凸
ｑ
Ｔ
０
９
ム
ー

第 ４ 結 論
以上のとおり、本件審査請求は理由があるから、行政不服審

査法４０条３項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。

のａ

７



■
Ｂ
■
争
Ｊ
■
６
◆
ｐ
９
Ｑ
、
。
。
■
●
０
９
り
。
■
Ｂ
Ｇ
■
町
可
Ｐ
ｑ
６
■
８

イ

平成２４年９月１０日

審査庁 石原慎太東京都知事 凸
９
９
■
８
皇
■
■
０
９
０
◆
●
や
。
や
ら
■
０

■ｑ０ＧｏＬ▲■口毎ｆ■Ｐ△一二一一一一一一一一画一ロ竹。▲ＵＩＢ▲■■Ｂｄ４リマ０４ニワーＰりり■■』も凸

▽

『

０

●
●
●

●

●

！●ｌ●-Ｏａ１ｏ’’１

● 。。、『・
● ● ●
● ６ ●

● ｌ イ
● ｉ ●

● ② ●
● ● ３ ●

● ｡
；
旬

｡

-

●

１

(@
ｌ
Ｌ
-
０
『
・
９
句
Ｊ
▲
ｑ
Ｕ
甘
ｂ
ｅ
８
ｏ
ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ご
■
Ｕ
ｑ
ｏ
Ｄ
●
ｆ
ｂ
６
０
凸
甲

■Ｔ○■凸■■、■■■ａ。Ｈ■■■■９８口ｇ■■ＢＧ■ＱＢ１■■■■Ｕ■・・ｐＢＢｄＢ８ＧＤＤ６■■■■■甲？■二日９６■ｑ

』

８

Ｉ /卜
ー 計
＝

７

望

|Ｉ
」匡一二一

Ｍ］川川Ⅱ〕
１

ｒ

淀
三
三



三三ー薑旦 . . . ? ‘ , . ． - 一一一
３
．
９
６
，
，
４
■
９
１
１
．
０
日
Ⅱ
８
８
Ⅱ
０
Ｉ
０
Ｈ
Ｉ
９
１
１
０
Ｉ
７
０
ｌ
８
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
０
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｆ
０
０
１
１
ｌ
１
１
０
０
１
１
-
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
１
６
０
１
Ｉ
０
０
８
１
９
ｌ
１
０
Ｉ
１
０
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
８
Ｉ
０
Ｊ
ｌ
７
ｌ
１
Ｉ
ｊ
０

( 別紙）居宅生活ができると認められる場合の判断の視点〔抄〕

以下のよう､な点について判断することとなると考えるが、これは
,判断の視点莚あって、以下の全ての点を満たすことを要件に居宅生
活が;でき;る逆判断すべきものではないので留意すること。

１２
● ●

られる要保護者の生1 . . 面接相談時の細かなヒアリングによって得られる要保護
活歴、職歴、病歴、居住歴及び現在の生活状況

２ 基 本 的 項 目
（１）金銭管理

ア．計画的な金銭の消費ができるか
（２）健康管理

ア病気に対し、きちんと療養することができるか
イ 服 薬 管 理 が で き る か
ウ規則正しい生活を送る習慣が身についているか
一盛ら学，ﾐ＝、／乏差塞虐’だ食事葬櫻ろごとができるか
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● ェ 栄 養 バ ラ ンス を 考 慮 し た 食 事 を 採 る こ と が
オ 病 気 療 養 の た め に 断 酒 す る こ と が で き る か

( 3 ) 家 事、家庭管理
ア 食 事 の 支 度 が で き る か
イ 部 屋 を 掃 除 、 整 理 整 頓 で き る か
ウ洗濯が・できるか

( 4 ) 安 全 管 理
ア 火 の 元 の 管 理 が で き る か
イ 戸 締 ま り が で き る か

( 5 ) 身 だ しなみ
ア 外 出 時 等 き ち ん と し た 身 な り を して い る か
イ 定 期 的 に 入 浴 す る 習 慣 が 身 に つ いて い る か

( 6 ) 対 人 関 係
ア 人 と の コ ミ ュニケ ー シ ョ ン が 図 れ る か
イ 人 に 迷 惑 を か ける 行 為 を す る こ と が な い か
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